
神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、神奈川県内に

おいて新たにサテライトオフィスを設置する企業等及び県内市町村に対し、その設

置に係る整備・改修費等を予算の範囲内において補助金を交付することについて、

補助金の交付等に関する規則（昭和 45 年神奈川県規則第 41 号。以下「規則」とい

う。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるとこ

ろによる。 

(1) サテライトオフィス 複数の企業、個人等が共用して利用することができる、

通常の勤務場所とは別にテレワーク実施のために確保する県内のシェアオフィス、

コワーキングスペース等のスペースをいう。 

(2) 企業等 法人、個人事業主、法人化されていない任意団体であって、規約等に

より代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。 

(3) 県内市町村 神奈川県内の市町村をいう。 

(4) 感染防止対策取組書 店舗・施設等が、業種ごとに定められた感染防止対策の

ガイドライン等に沿った対策を実施しているかを、一覧で示すことができる県の

取組をいう。 

(5) 経費の配分 規則第５条に規定する経費の配分をいう。  

 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象とする事業は、神奈川県内において、新たにサテライトオフィス

を整備する事業（以下「補助事業」という。）とする。  

 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下、「補助対象者」という。）は、補助事業を行う企業

等又は県内市町村とする。 

 

（実施期間） 

第５条 補助事業の期間は、令和２年 10 月 16 日から令和４年２月 28 日までとする。 

 ただし、令和２年 12 月 15 日までに申請をした補助事業の期間は令和２年 10 月 16

日から令和３年３月 15 日までとする。 

 

（補助金支給要件） 

第６条 補助金の支給要件は次の各号のとおりとする。  

(1) 補助事業により整備したサテライトオフィスにおいて、新型コロナウイルス感

染症対策に取組み、感染防止対策取組書の登録及び施設内への掲示を行うこと。 

(2) 補助金の交付を受けた後、県が行うアンケート調査等に協力すること。 

(3) 補助事業により整備したサテライトオフィスを１年以上運用することを誓約

できること。 



(4)  補助事業により整備したサテライトオフィスの設置が、都市計画法、建築基準

法等その他の関係法令等に違反しないこと。 

 

（補助対象経費） 

第７条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、第３条の補助事

業を実施するために必要な経費とし、その範囲は別表のとおりとする。ただし、消

費税及び地方消費税相当額は補助の対象としない。  

 

（補助率等） 

第８条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の４分の３以内とし、補助上限

額は 200 万円とする。 

 

（暴力団排除） 

第９条 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第10条の規定に基

づき、申請者が次の各号に該当する場合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団  

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員  

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに前号に規定する暴力団員に該当する

者があるもの  

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第２号に規定する暴力団員に該当

するもの  

２ 知事は、必要に応じ、補助対象者が前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈

川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神

奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同

意を得るものとする。 

 

（補助額の算出方法等） 

第 10 条 補助額は、別表の補助事業について、補助対象経費に補助率を乗じた額又は

補助上限額の少ない方の額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

第11条 規則第３条の規定による申請をしようとする補助対象者は、「神奈川県サテ

ライトオフィス整備事業費補助金交付申請書（様式１）」に次の書類を添えて、知事

が別に定める期日までに提出しなければならない。 

(1) 役員等氏名一覧表 

(2) 補助事業計画書 

(3) 整備に要する経費の見積書及び明細書の写し 

(4) 登記事項証明書又は開業等の届出書若しくは団体規約等の写し 



(5) その他知事が必要と認める書類 

 

（交付等の決定） 

第12条 知事は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を

審査した上で補助金の交付を決定したときは、「神奈川県サテライトオフィス整備

事業費補助金交付決定通知書（様式２）」により通知するものとする。また、不交付

を決定したときは、「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金不交付決定通

知書（様式３）」により通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第13条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げのできる期間は、交付決定通知

書を受理した日から10日を経過した日までとする。 

 

（事業の変更） 

第14条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ「神奈川

県サテライトオフィス整備事業費補助金変更承認申請書（様式４）」を知事に提出

し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助事業の経費の配分を変更しようとするとき。ただし、経費の20パーセント

以内の変更を除く。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除

く。 

ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象者の自由な創意によ

り、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

２ 知事は、前項の承認をする場合は、「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補

助金変更承認通知書（様式５）」により通知する。なお、交付決定額の変更を伴う

ときは、「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金変更交付決定通知書（様

式６）」により通知するものとする。 

３ 知事は、第１項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、

又は条件を付することができる。 

 

（事業の中止・廃止） 

第15条 補助対象者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとす

るときは、あらかじめ「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金中止（廃止）

承認申請書（様式７）」を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合は、「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補

助金中止（廃止）承認通知書（様式８）」により通知するものとする。 

３ 知事は、第１項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の全部若しくは

一部を取り消し、又は変更することができる。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第16条 補助対象者は、第12条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の



全部又は一部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条

第３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350

号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この

限りでない。 

２ 知事が第20条の規定に基づく確定を行った後、補助対象者が前項ただし書に基づ

いて債権の譲渡を行い、補助対象者が知事に対し、民法（明治29年法律第89号）第

467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成

10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知

又は承諾の依頼を行う場合には、知事は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保

留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助対象者から債権

を譲り受けた者が知事に対し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しく

は民法第467条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合

についても同様とする。 

(1) 知事は、補助対象者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と

相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡

又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこ

と。 

(3) 知事は、補助対象者による債権譲渡後も、補助対象者との協議のみにより、補

助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受け

た者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内

容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助対象者と債権を譲り受けた者の

間の協議により決定されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助対象者が第三者に債権の譲渡を行った場合におい

ては、知事が行う弁済の効力は、神奈川県財務規則（昭和29年神奈川県規則第５号）

第72条第１項の規定に基づき、同規則第70条に規定する者が決裁した支出命令に係

る伺いを会計管理者又は所管の出納員に送付したときに生ずるものとする。 

 

（遅延等の報告） 

第17条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに「神奈川県

サテライトオフィス整備事業費補助金遅延等報告書（様式９）」を知事に提出し、

その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第18条 補助対象者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事の要求があっ

たときは速やかに「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金状況報告書（様

式10）」を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第19条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業が完了した日から起算して15

日を経過した日までに「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金実績報告書



（様式11）」に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、令和２

年12月15日までに申請をした補助事業は、補助事業が完了した日から起算して15日

を経過した日又は令和３年３月15日のいずれか早い日までに「神奈川県サテライト

オフィス整備事業費補助金実績報告書（様式11）」に次の書類を添えて知事に提出

しなければならない。 

(1) 補助事業報告書 

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し 

(3) 補助事業により整備したサテライトオフィスの写真 

(4) 感染防止対策取組書の写し 

(5) その他知事が必要と認める書類 

２ 補助対象者が、前項の実績報告をやむを得ない理由により提出できない場合は、

知事は期限について猶予することができる。 

 

（額の確定の通知） 

第20条 知事は、規則第13条の規定による額の確定をする場合において、第12条第１

項又は第14条第２項の規定により通知した交付決定額と当該確定額が相違する場合

に限り、「神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金の額の確定通知書（様式

12）」により補助対象者に対し通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第21条 補助金は、前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に精

算交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第22条 知事は、第15条第３項の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の

承認をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第12条第１項又は第

14条第２項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができ

る。 

(1) 補助対象者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若し

くは指示に違反した場合 

(2) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

(3) 補助対象者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合 

(5) 補助対象者が、第９条第１項各号のいずれかに該当する場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、そ

の命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセ

ントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内

に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利



10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（財産の管理及び処分の制限）  

第23条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）について、台帳を整え、補助事業完了後も、その保管状況を

明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 規則第17条第２号及び第３号の規定により知事が定める処分を制限する財産は、

取得価格または効用の増加額が単価100万円（消費税抜き）以上の取得財産とする。 

３ 規則第17条ただし書きの規定により知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号）に定める資産の区分に応じ

た耐用年数に相当する期間とする。 

４ 補助対象者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された

取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ「神奈川県サテライトオフィス

整備支援事業費補助金取得財産等の処分承認申請書（様式13）」を知事に提出し、そ

の承認を受けなければならない。  

５ 知事は、前項の規定により、補助対象者が取得財産等の処分をすることにより収

入があるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第24条 補助対象者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当

該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応

じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目

的以外に利用してはならない。 

なお、情報のうち間接補助対象者その他の第三者の秘密情報（事業関係者の個人

情報等を含むがこれらに限定されない。）については、機密保持のために必要な措置

を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。 

２ 補助対象者は、補助事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせ

る場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助対象者

又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象者による違反行

為とみなす。 

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とす

る。 

 

（書類の整備） 

第25条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、か

つ当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、当該補助事

業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

３ 補助対象者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等

の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する

者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該書類を引き継がなければな

らない。 

 



（届出事項） 

第26条 補助対象者は、事業所の所在地、名称又は代表者を変更したときは、速やか

に文書をもって知事に届け出なければならない。 

 

（書類の経由） 

第27条 規則及びこの要綱の規定により書類を知事に提出する場合は、事業所管課を

経由しなければならない。 

 

（細目） 

第28条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定め

る。 

 

附則 

１ この要綱は、令和２年10月16日から施行する。 

 

  附則 

１ この要綱は、令和３年１月８日から施行する。 

  



 

（別表） 

 

補助事業 補助対象経費 

サテライトオフィ

ス整備事業 

・土地及び建物（付属設備含む）の取得費用  

・土地及び建物（付属設備含む）の賃借に係る費用（令和４年

２月 28 日支払い分まで）   

・工事費（インターネット環境整備、電気・電話配線整備、空

調整備、内装整備、情報セキュリティ関連機器整備、予約・

入退店システム整備、感染防止対策（仕切り版設置等）な

ど） 

・施工監理費      

・備品購入費      

・広告費  

 

  



（様式１） 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付申請書  

 

年 月 日 

神奈川県知事 殿 

 

所在地  

     

名 称  

代表者 職・氏名         印 

 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金の交付を受けたいので、下記の誓約

事項に誓約のうえ、関係書類を添えて申請します。  

 

１ 補助事業の内容 

  別添のとおり 

 

２ 補助事業の着手及び完了の予定期日 

      年 月 日 から    年 月 日まで 

 

３ 交付申請額 

  金      円 

 

４ 補助事業の経費配分及び経費の使用方法 

  別添のとおり 

 

５ 添付書類 

(1)役員等氏名一覧表 

(2)補助事業計画書 

(3)整備に要する経費の見積書及び明細書の写し 

(4)登記事項証明書又は開業等の届出書若しくは団体規約等の写し 

(5)その他知事が必要と認める書類 

  



 

６ 誓約事項 

本申請を行うにあたり、次のことを誓約します。 

(1) 交付申請書及び添付書類に記載した情報に偽りはありません。 

(2) 「１ 補助事業の内容」で、国、都道府県、市町村等が助成（左記以外の機関

が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む）する他の制度（助成金、

補助金、委託費等）の利用はしていません。 

※ 本補助金と重複して国、都道府県、市町村等の他の補助金等を受け取ること

はできません。 

※ ただし、補助の対象とする事業において、当該補助金の補助対象経費以外の

経費について、国、都道府県、市町村等の補助金等を活用することは可能です。 

(3) (2)の状況を確認するため、交付申請書等及びそれらの添付書類に記載され

ている内容を、国、事務所又は事業所所在地の都道府県、市町村に提供すること

について同意します。 

(4) 交付決定後に、当該補助金の補助対象経費について、国、都道府県、市町村

等が助成する他の制度への申請があったと認められた場合、交付決定が取り消

されることを承知しています。 

※ 取り消された場合において、既に補助金が交付されている時は、当該補助金

の全部または一部を返還いただくこととなります。 

(5) 県税に未納はありません。 

(6) 補助事業により整備したサテライトオフィスを１年以上運用します。 

(7) サテライトオフィスを整備した企業の事例として、県が、申請者の法人名又

は屋号等、代表者職・氏名、事務所又は事業所所在地等を県のＨＰで公表するこ

とについて同意します。 

(8) 新型コロナウイルス感染症対策に取り組むこととし、県の感染防止対策取組

書の登録及び施設内に掲示を行います。 

(9) 県が行うサテライトオフィスに関するアンケート調査等に協力することにつ

いて同意します。 

(10) 本補助金公募要領で規定する補助対象者及び補助要件に該当します。 

(11) 次のいずれにも該当しません。（該当する場合は、申請できません。） 

・ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 10 条の規定

に基づく次の①～④のいずれかに該当する事業者 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員 

③ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに前号に規定する暴力団員に該

当する者があるもの 

④ 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第２号に規定する暴力団員

に該当するもの 

  



（様式２） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付決定通知書 

 

産総第   号  

年 月 日  

 

  

  殿 

 

神奈川県知事   印    

 

 

   年 月 日付けで申請がありました、神奈川県サテライトオフィス整備事

業費補助金の交付については、補助金の交付等に関する規則（昭和45年神奈川県規則

第41号。以下「規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり決定したので、

規則第６条及び神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付要綱第12条第１項

の規定により通知します。 

 

１ 補助金額            円 

２ 補助条件 

(1) この補助金の対象となる事業は、   年 月 日付けで申請のあった神奈川

県サテライトオフィス整備事業とし、その内容及び補助事業経費の配分は申請の

とおりとします。 

(2) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、速やか

に知事の承認を受けなければなりません。ただし、経費の20パーセント以内の変

更については、この限りではありません。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受け

なければなりません。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合、若しくは完了しない場

合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指

示を受けなければなりません。 

(5) 次の場合、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 

また、取り消した部分に係る補助金を返還させ、補助金等の受領の日から納付の

日までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後

の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算

した加算金を徴収することがあります。 

ア 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき 

イ 補助金等を他の用途に使用したときその他補助事業等に関して補助金等の交

付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく知事

の指示、若しくは命令に違反したとき 

(6) この補助金は、実績報告書に基づき、精算交付します。 

(7) その他規則及び神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付要綱（以下



「要綱」という。）の定めるところに従ってください。 

３ この補助金に係る実績報告書は、当該補助事業が完了した日から起算して15日を

経過した日までに知事に提出しなければなりません。ただし、令和２年12月15日ま

でに申請をした当該補助事業は、当該補助事業が完了した日から起算して15日を経

過した日又は令和３年３月15日のいずれか早い日までに知事に提出しなければなり

ません。 

４ 補助金額の確定を行うため、実績報告の際、事業の実施並びに事業の収支を示す

各種書類（補助事業報告書・補助対象経費に係る領収書の写し等）が必要となりま

すのでご用意ください。 

５ 規則第17条の規定により、知事の承認を得て処分したことにより収入があったと

きは、当該収入のうち補助金に係る部分の返還を命じることがあります。 

６ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支

出についての証拠書類を、当該事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度から

要綱第23条第３項に規定する期間整備保管しなければなりません。 

また、これらの証拠書類等の保存期間が満了しない間に団体を解散させる場合は、

その権利義務を承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証

拠書類等を引き継がなければなりません。 

７ 事業所の所在地、名称又は代表者を変更したときは、速やかに文書をもって知事

に届け出なければなりません。 

８ 規則等の定めにより知事に提出する書類の部数は１部とします。 

９ この補助金の交付の決定の内容又は条件に不服があるときは、交付の決定の通知

を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問合せ先 

 

電話 



（様式３） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金不交付決定通知書  

 

産総第   号  
  年 月 日  

 

     殿 
 

神奈川県知事   印    

 

 

   年 月 日付けで申請のありました神奈川県サテライトオフィス整備事業費

補助金については、交付しないこととしたので、神奈川県サテライトオフィス整備事

業費補助金交付要綱第 12 条第１項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

  
問合せ先 

 

電話 



（様式４） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金変更承認申請書 

 

年 月 日  

 

神奈川県知事 殿 

 

所在地  

     

名称  

代表者 職・氏名       印 

 

 

      年  月  日付け産総第   号で交付決定を受けた標記補助事業につ

いて、次のとおり変更したいので申請します。 

 

１ 補助事業の内容等 

 

変更前 変更後 

  

   (注) 補助事業計画書に準じて記入してください。 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



３ 経費の配分 

 

経費区分 整備内容 変更前金額Ａ

（税抜） 

変更後金額Ｂ 

(税抜) 

差 

（Ｂ－Ａ） 

備考 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

合計     

 

  



（様式５） 

 

産総第   号  

年 月 日  

 

 

  殿 

 

神奈川県知事   印    

 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金変更承認通知書 

 

 

    年 月 日付けで申請がありました神奈川県サテライトオフィス整備事業費

補助金の変更については、承認することとしたので、神奈川県サテライトオフィス整

備事業費補助金交付要綱第 14 条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

問合せ先 

 

電話 



（様式６） 

産総第   号  

 年 月 日  

 

  殿 

 

 

神奈川県知事   印    

 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金変更交付決定通知書 

 

    年 月 日付けで申請がありました、神奈川県サテライトオフィス整備事業

費補助金の変更については、神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付要綱

第 14 条第２項の規定により、次のとおり決定します。 

 

１ 補助金額              円 

   既交付決定額           円 

   今回増減額            円 

 

２ 補助条件 

(1) この補助金変更の対象となる事業は、   年 月 日付けで交付決定した神

奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金とし、補助事業の内容及び経費の配

分の変更は、   年 月 日付け変更承認申請のとおりとします。 

(2) この変更交付決定に伴う補助金は、実績報告書に基づき補助金の額を確定した

後に精算交付します。 

(3) この変更交付決定の内容又は条件に不服のある場合は、この変更交付決定通知

書を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができます。 

(4) その他の交付条件については、   年 月 日付け産総第   号神奈川県

サテライトオフィス整備事業費補助金交付決定通知書のとおりとします。 

 

 

 

 

  

問合せ先 

 

電話  

 

 

電話 



（様式７） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金中止（廃止）承認申請書  

 

年 月 日  

 

神奈川県知事 殿 

 

所在地 

    

名称 

代表者 職・氏名           印 

 

 

    年 月 日付け産総第   号で交付決定を受けた標記補助事業について、

次のとおり中止（廃止）したいので、申請します。  

 

 

１．中止（廃止）の内容 

  

 

 

 

２．中止（廃止）の理由 

 

 

 

 

３．中止の期間 

 

  



（様式８） 

 

産総第   号  

年 月 日  

 

 

  殿 

 

神奈川県知事   印    

 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金中止（廃止）承認通知書 

 

 

    年 月 日付けで申請がありました神奈川県サテライトオフィス整備事業費

補助金の中止（廃止）については、承認することとしたので、神奈川県サテライトオフ

ィス整備事業費補助金交付要綱第 15 条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

問合せ先 

 

電話 



（様式９） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金遅延等報告書 

 

年 月 日  

 

神奈川県知事 殿 

 

                 所在地 

    

名称 

代表者 職・氏名          印 

 

 

    年 月 日付け産総第   号で交付決定を受けた標記補助事業について次

のとおり遅延等があったので、神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付要

綱第 17 条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 補助事業の進捗状況 

 

 

２ 同上に要した経費 

 

 

３ 遅延等の内容及び原因 

 

 

４ 遅延等に対する措置 

 

 

５ 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

 

 (注) 遅延等の理由を立証する書類を添付してください。 

  



（様式 10） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金状況報告書 

 

年 月 日  

 

神奈川県知事 殿 

 

 

所在地 

    

名称 

代表者 職・氏名          印 

 

 

    年 月 日付け産総第   号で交付決定を受けた標記補助事業について、

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付要綱第 18 条の規定に基づき、次

のとおり報告します。 

 

１ 補助事業の遂行状況 

 

 

 

２ 補助対象経費の支出概要 

 

補助事業 補助対象 内容 金額（税抜） 

    

   

   

  
  



（様式 11） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金実績報告書 

 

年 月 日  

 

神奈川県知事 殿 

 

所在地  

     

名称  

代表者 職・氏名              印 

 

    年 月 日付け産総第   号で交付決定を受けた標記補助事業の実績につ

いて、関係書類を添えて報告します。 

 

 

１ 事業実績 

別添のとおり 

 

２ 添付書類 

(1) 補助事業報告書 

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し 

(3) 補助事業により整備したサテライトオフィスの写真 

(4) 感染防止対策取組書の写し 

(5) その他知事が必要と認める書類 

 

  



（様式 12） 

産総第   号  

 年 月 日  

  

 

  殿 

 

  神奈川県知事   印  

 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金の額の確定通知書 

 

   年 月 日付け産総第   号で交付決定した、神奈川県サテライトオフィ

ス整備事業費補助金については、神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金交付

要綱第 20 条の規定に基づき、補助金の額を次のとおり確定したので通知します。 

 

 

既交付決定額          円 

補助金の額の確定額       円 

 

 

 

 

問合せ先 

 

電話 



（様式 13） 

 

神奈川県サテライトオフィス整備事業費補助金取得財産等の処分承認申請書 

 

年 月 日  

 

  神奈川県知事 殿 

 

所在地  

     

名称  

代表者 職・氏名              印 

 

 

    年 月 日付け産総第   号で交付決定を受けた標記補助事業に関し、補

助事業により取得した財産等を次のとおり処分したいので、神奈川県サテライトオフ

ィス整備事業費補助金交付要綱第 23 条第４項の規定に基づき承認の申請をします。 

 

 

１ 取得財産の品目及び取得年月日 

   

 

２ 取得価格及び時価 

   

 

３ 処分の方法 

   

 

４ 処分の理由 

   

 


